
 

「優良建設工事施工業者表彰」 

の制度改正について 

 

令和６年２月 14 日 

出 納 局 検 査 課 

１ 改正の趣旨 

 本県では、県内企業の技術力向上への意欲を高めるため、他の模範となる優良工事を選定し

施工業者を表彰及び公表しています。 

 当制度は、これまで一定の効果を発揮してきたところですが、今後、より一層の工事目的物の

品質向上を図るため、優良工事の選定基準を見直すものです。 

 

２ 改正の内容 

 「優良建設工事施工業者表彰事務取扱要領」の第２条第２項第３号に、以下のとおり除

外規定を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改正の適用 

 この改正は、令和６年４月１日から施行し、令和７年度表彰（対象：令和６年度完成工

事）から適用します。 

「優良建設工事施工業者表彰事務取扱要領 第２条（抜粋）」 
 
第２ この要領による表彰の対象工事は，表彰年度の前年度に完成した請負金額が５００万円以
上かつ工事成績調書考査総合点が８５点以上の優良な建設工事とする。 

２ 次のいずれかに該当する場合は表彰対象としないものとする。 
（1）共同企業体（ＪＶ）が施工した場合 
（2）工事成績調書の「法令遵守等」の評定に減点がある場合 
（3）工事成績調書の考査項目の「出来形及び出来ばえ」において、監督員と検査員のいずれか

に「ａ」がない場合 

（参考）工事成績調書の該当部分 

「３ 出来形及び出来ばえ」
で、監督員と検査員のいずれに
も「ａ」が１つ以上あることを
追加条件とする 


